
ことわりのないものは３月１日㈫から申し込み開始。ＦＡＸでの問い合わせは広報課52994-0706へ

まちづくりセンタ
ー（並木を除く） 本庁舎

問い合わせ ３月
12日㈯

 ３月
26日㈯

 ３月
12日㈯

 ３月
26日㈯

４月
３日㈰

午前８時30分～
午後０時30分

午前８時30分～
午後５時15分

①転入・転出・転居などの手続き②印鑑登録
③住民票・印鑑登録証明書・戸籍謄抄本など
の申請④国民年金の手続き

○ ○ ○ ○ ○
市役所１階市民課
①～③、⑤☎２９９８‐９０
８７④☎２９９８‐９０９５
（国民年金担当）⑤マイナンバーカードの受け取り※右下記事参照 × × ○ ○ ×

⑥国民健康保険の手続き ○ ○ ○ ○ ○ 同１階国民健康保険課
⑥☎２９９８‐９１３１
⑦☎２９９８‐９２１８
（後期高齢者医療制度担当）⑦後期高齢者医療制度の相談 × × ○ ○ ○

⑧納税証明書、課税・非課税証明書の申請 ○ ○ ○ ○ ○ 市民税課（同１階特設窓口）
☎２９９８‐９０６４

⑨市税・国民健康保険税の納付 ○ ○ ○ ○ ○ 収税課（同１階特設窓口）
☎２９９８‐９０７３⑩納税相談 × × ○ ○ ○

⑪児童手当、児童扶養手当、子ども医療費助
成、ひとり親家庭等医療費助成の手続き × × × ○ ○ 同２階こども支援課

☎２９９８‐９１２４

⑫介護保険の手続き × × × ○ ○ 介護保険課（同１階特設窓口）
☎２９９８‐９４２０

⑬新入学・転入学の手続き × × × ○ ○ 学校教育課（同１階特設窓口）
☎２９９８‐９２３８

【留意事項】

▼ サービスコーナー
（所沢駅・狭山ケ
丘・小手指）では手
続きできません。

▼休業している機関へ
の問い合わせが必要
な業務は、手続きが
できないことがあり
ます。事前に確認の
上、お越しください。

▼届け出や証明書など
の申請の際には、本
人確認をしています。

▼公共交通機関をご利
用ください。

手続き方法　下表を参照し、必
要書類などを持参の上、市役
所１階国民健康保険課・市民
課、まちづくりセンター（並
木を除く）へ直接

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
取
得
は
３
ス

テ
ッ
プ
！

1
申
請

◆
郵
送
…
顔
写
真
を
貼
付
し
た
申
請
書

（
通
知
カ
ー
ド
に
同
封
）
を
返
信
用
封

筒
に
入
れ
郵
送

◆
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
…

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な

ど
で
顔
写
真
を
撮
影

し
、
交
付
申
請
用
Ｈ

で
申
請

2
受
け
取
り
予
約

　

市
か
ら
郵
送
す
る
交
付
通
知
書
に
同
封

の
「
お
知
ら
せ
」
を
参
照
の
上
、
受
け
取

り
日
時
を
予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
交
付
通
知
書
は
、
国
か
ら
届
き
次
第
、

順
次
発
送
し
て
い
ま
す
。
届
く
ま
で
し
ば

ら
く
お
待
ち
く
だ
さ
い
。

3
受
け
取
り

　

カ
ー
ド
に
登
録
す
る
暗
証
番
号
（
数
字

４
桁
の
も
の
と
、
英
数
字
６
文
字
以
上
16

文
字
以
内
の
も
の
）
を
事
前
に
考
え
て
、

予
約
日
時
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

場
市
役
所
1
階
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー

持
交
付
通
知
書
、
本
人
確
認
書
類
、
通
知

カ
ー
ド
、
お
持
ち
の
方
は
住
民
基
本
台

帳
カ
ー
ド

◎
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
、
Ｄ
Ｖ
や
ス

ト
ー
カ
ー
行
為
の
被
害
者
な
ど
、
住
民
票

の
住
所
地
で
受
け
取
れ
な
い
方
は
、
市
民

課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
取
り
扱
い
に
注
意

▼
む
や
み
に
他
人
に
知
ら
せ
な
い

▼
市
役
所
を
よ
そ
お
っ
た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

な
ど
の
聞
き
出
し
に
注
意

▼
通
知
カ
ー
ド
は
本
人
確
認
書
類
と
し
て

使
用
不
可

▼
法
律
で
認
め
ら
れ
た
者
以
外
は
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
を
コ
ピ
ー
不
可

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
を
開
設
中

◆
所
沢
市
の
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
５
７
０

-

０
４
８

-

４
８
０

（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
の
交
付
予

約
や
通
知
カ
ー
ド

に
関
す
る
こ
と
）

◆
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総
合
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

▼
日
本
語

　

☎
０
１
２
０

-

９
５

-

０
１
７
８

▼
英
語
・
中
国
語
・
韓
国
語
・
ス
ペ
イ

ン
語
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
語

　
　

☎
０
１
２
０
‐
０
１
７
８
‐
２
６

◆
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
コ
ー
ル
セ
ン
タ

ー

　

☎
０
５
７
０

-

７
８
３

-

５
７
８
（
カ

ー
ド
の
一
時
停
止
申
請
な
ど
）

問
市
民
課
☎
２
９
９
８

-

９
０
８
７

　

軽
自
動
車
税
は
4
月
1
日
現
在
登
録
し

て
い
る
方
に
、
そ
の
年
度
分
が
全
額
課
税

さ
れ
ま
す
。
年
度
途
中
で
廃
車
に
し
て
も

月
割
に
よ
る
返
還
な
ど
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

次
の
①
〜
⑤
に

該
当
す
る
場
合
は
、

４
月
１
日
㈮
ま
で

に
廃
車
、
名
義
変

更
、
住
所
変
更
な

ど
を
申
告
し
て
く

だ
さ
い
。

①
廃
棄
処
分
し
た

②
譲
渡
し
た

③
盗
難
に
あ
っ
た
（
警
察
へ
の
届
け
出
と

は
別
に
廃
車
の
申
告
が
必
要
）

④
登
録
名
義
人
が
亡
く
な
っ
た

⑤
市
外
へ
転
出
す
る

◎
い
ず
れ
の
場
合
も
第
三
者
に
手
続
き
を

依
頼
す
る
と
き
は
、
手
続
き
完
了
の
確
認

を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
市
民
税
課
☎
２
９
９
８

-

９
０
６
４

国民健康保険 国民年金
問国民健康保険課
　☎２９９８‐９１３１

問市民課（国民年金担当）
　☎２９９８‐９０９５

就
職
し
た

喪失手続き
対 就職して勤務先の健康保険に
加入した方、その扶養家族
持 ▶新しい健康保険証▶国民健
康保険証▶マイナンバーがわ
かるもの▶顔写真付き身分証
明書（免許証、パスポートな
ど）▶印鑑

手続き不要
対 就職して厚生年金・共済年金
に加入した方、その扶養家族

◎市役所での手続きは不要です。
ただし、国民年金保険料納付に
ついての通知が届く場合は、お
問い合わせください。

退
職
し
た

加入手続き
対 ▼勤務先の健康保険の資格が
なくなる方▶扶養家族から外
れる方▶任意継続の健康保険
が切れ、他の健康保険に加入
しない方

持 ▼健康保険資格喪失証明書ま
たは退職証明書や離職票▶マ
イナンバーがわかるもの▶顔
写真付き身分証明書（免許
証、パスポートなど）▶印鑑

◎資格喪失日の２週間前から手
続きできます。

切り替え手続き
対 60歳未満で厚生年金・共済年
金の資格を失う方、その配偶
者で扶養に入っていた方（第
３号被保険者）

持 ▶退職証明書や離職票など退
職日のわかるもの▶年金手帳

◎厚生年金・共済年金に加入し
ている配偶者の扶養に入る方
は、配偶者の勤務先で手続きを
してください。

４
月
１
日
ま
で
に
!!

バ
イ
ク
・
軽
自
動
車

 

の
申
告
を
忘
れ
ず
に

車種 取扱窓口 手続きに必要なもの
◆原動機付自転車
　（125㏄以下）
◆小型特殊自動車

市役所２階市民税
課☎２９９８‐９
０６４

▶所沢市のナンバープレー
ト▶印鑑▶標識交付証明書
▶譲渡証明書（名義変更時）

◆ 軽二輪（125㏄超～
　250㏄以下）
◆二輪の小型自動車
　（250㏄超）

埼玉運輸支局所沢
自動車検査登録事
務所☎０５０‐５
５４０‐２０２９ 取扱窓口へ

お問い合せください

◆軽四輪など
軽自動車検査協会
埼玉事務所所沢支
所☎０５０‐３８
１６‐３１１１

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
事
前
予
約
で
取
得

４
月
か
ら
新
税
率
！

就職・退職したら
国民健康保険・国民年金の
手続きを！

上に書いてある
土・日曜日でも手続き
できるんだね！

3/12㈯・26㈯ 4/3㈰
も手続きできます！

5　広報 　　　　　　　　 平成28年3月号


